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Ｃ．壁面広告物 
許 可 地 域 禁 止 地 域 

自家用 自家用以外 自家用※１ 自家用以外 
 □Ｈ≦51ｍ 

禁 止 

□下表の表示面積の制限を満たす 
１ 壁 面 の 面 積 ( A ) 表 示 面 積 ( S ) 

Ａ＜100 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/2 
100 ㎡≦Ａ＜200 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/3 or Ｓ≦50 ㎡ 
200 ㎡≦Ａ Ｓ≦Ａ×1/4 or Ｓ≦70 ㎡ 

 

□意匠及び広告文が同一なものは、１壁面に１個  
□壁面の上端及び側面から突き出さない 
□窓その他の開口部を塞がない 
※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  
□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 

Ｈ:地上から広告物の上端までの高さ 
Ａ:１壁面の面積（Ｘ×Ｙ） 
Ｓ:表示面積 

○屋上広告物と同様に高さ制限を超えて表示できる場合あり（要件は同じ） 
 

Ｄ．壁面利用広告幕 
許 可 地 域 禁 止 地 域 

自家用 自家用以外 自家用※１ 自家用以外 
 □Ｌ≦15ｍ 

禁 止 

□Ｗ≦1.5ｍ 
□Ｈ≦51ｍ 
□下表の表示面積の制限を満たす 

１ 壁 面 の 面 積 ( A ) 表 示 面 積 ( S ) 
Ａ＜100 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/2 

100 ㎡≦Ａ＜200 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/3 or Ｓ≦50 ㎡ 
200 ㎡≦Ａ Ｓ≦Ａ×1/4 or Ｓ≦70 ㎡ 

 

□意匠及び広告文が同一なものは、１壁面に１個  
※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  

Ｌ:広告幕の⾧さ 
Ｗ:広告幕の幅 
Ｈ:地上から広告物の上端までの高さ 
Ａ:１壁面の面積（Ｘ×Ｙ） 
Ｓ:表示面積 

□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 
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【建物敷地内広告物】 

Ｅ．広告板・広告塔 
許 可 地 域 禁 止 地 域 

自家用 自家用以外※２ 自家用※１ 自家用以外※２ 
 □Ｈ≦15m  □Ｈ≦15m 

 
□Ｓ≦30 ㎡ □Ｓ≦30 ㎡ 
表示方法 
□道路上に突き出さない 
※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  
□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 

Ｈ:地上から広告物の上端までの高さ 
Ｓ:広告塔の表示合計面積 

※２:自家用以外の場合、「Ｒ．野立広告物」、「Ｓ／Ｔ．道標・案内図板」になります。 
 

Ｆ．垣・塀広告物 
許 可 地 域 禁 止 地 域 

自家用 自家用以外 自家用※１ 自家用以外 
 □Ｈ≦51ｍ 

禁 止 

□下表の表示面積の制限を満たす 
壁 面 の 面 積 ( A ) 表 示 面 積 ( S ) 

Ａ＜100 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/2 
100 ㎡≦Ａ＜200 ㎡ Ｓ≦Ａ×1/3 or Ｓ≦50 ㎡ 
200 ㎡≦Ａ Ｓ≦Ａ×1/4 or Ｓ≦70 ㎡ 

 

□意匠及び広告文が同一なものは、１壁面に１個  
□垣・塀の上端及び側面から突き出さない 
□窓その他開口部を塞がない 
※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  
□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 

Ｈ:地上から広告物の上端までの高さ 
Ａ:１壁面の面積 
Ｓ:表示面積 
○屋上広告物と同様に高さ制限を超えて表示できる場合あり（要件は同じ） 
○石垣・擁壁への表示は原則禁止（許可地域に自家用でＳ≦Ａ×1 /4 かつＳ≦10 ㎡であれば可）  
              （管理上必要なものは表示できる場合あり） 
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Ｇ．のぼり、旗 
許 可 地 域 禁 止 地 域 

自家用 自家用以外 自家用※１ 自家用以外 
※図は路肩から５ｍ以内に設置する場合  □Ｓ≦2 ㎡ 

禁 止 □道路の路肩から 5ｍ以内に 4 本以上設置する場合  
相互の間隔を 5ｍ以上空ける 

※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  
□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 
□自己の敷地内 

Ｓ:１本あたりの表示面積 
  （両面表示含む）  

 

Ｈ．広告幕 
（掲出装置利用） 

許 可 地 域 禁 止 地 域 
自家用 自家用以外 自家用※１ 自家用以外 

 □Ｌ≦10m 
禁 止 

□Ｌ≦10m 
禁 止 □Ｗ≦1m □Ｗ≦1m 

□Ｈ≦15m □Ｈ≦15m 
表示方法 
□１事業所当たり３個まで 
□自家用に限る 
※１:禁止地域－自家用の場合はさらに次の要件を満たすこと  
□１事業所等当たりの表示合計面積が 50 ㎡以下 
□ネオン管・回転灯は使用しない 
□照明は点滅しない 
□地色にけばけばしい色・暗色を使用しない 
□表示面積の 1/2 を超えて、けばけばしい色を使用しない 
□自己の敷地内 

Ｌ:広告幕の⾧さ 
Ｗ:広告幕の幅 
Ｈ:掲出装置自体の高さ 
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